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   京都市教職員の退職手当に関する規則の一部を改正する規則 

第１条 京都市教職員の退職手当に関する規則の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項ただし書中「再任用教職員（教職員条例第４条第６項」を「定年前再任

用短時間勤務教職員（教職員条例第２条第１項第１号」に、「再任用教職員を」を「定年

前再任用短時間勤務教職員を」に改める。 

  第４条第２項各号列記以外の部分中「再任用教職員」を「定年前再任用短時間勤務教

職員」に、「教職員となった」を「教職員（教職員条例第３８条に規定する教職員を除く。）

となった」に改め、同条第３項表以外の部分中「１０年」を「１５年」に改める。 

  第７条第５項第１号中「限る。）及び」を「限る。）、」に改め、「育児短時間勤務等の期

間」の右に「及び分限条例第２条第５号の規定による休職のうち別に定めるものの期間」

を加え、同項第２号中「超えるもの」の右に「、同条第５号の規定による休職のうち別

に定めるものの期間」を加える。 

  第１１条中「第２条第３項」と」の右に「、同条第２項各号列記以外の部分中「京都

市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」とあるのは「京都市教職員の給与、勤

務時間等に関する条例第４２条において準用する京都市職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例」と」を加える。 

  第１２条第１項中「再任用教職員」を「定年前再任用短時間勤務教職員」に改め、同

条第２項中「教職員が引き続いて」を「教職員（教職員条例第３８条に規定する教職員

を除く。）が引き続いて」に、「ときは、教職員」を「ときは、当該教職員」に改め、同条

第３項中「教職員が、」を「教職員（教職員条例第３８条に規定する教職員を除く。）が、」

に、「、教職員」を「、当該教職員」に改める。 

  附則第５項を次のように改める。 

 ５ 当分の間、６０歳に達した日以後における最初の３月３１日以後その者の非違によ

ることなく退職した者（教職員条例第３８条に規定する教職員及び第４条第１項第１

号の規定に該当する者を除く。）は、同号エに掲げる者とみなして、同条の規定を適用



する。この場合において、同項第２号中「傷病により退職した者並びにこれらに準じ

る者」とあるのは「附則第５項の規定に該当する場合を除くほか、傷病」と、同項第

３号中「自己」とあるのは「附則第５項の規定に該当する場合を除くほか、自己」と

する。 

  附則に次の４項を加える。 

 ６ 教職員条例附則第８項の規定による教職員の給料月額の改定は、給料の月額の減額

改定に該当しないものとする。 

 ７ 教職員条例附則第８項の規定の適用を受ける教職員が、６０歳に達した日以後にお

ける最初の３月３１日に退職したものとした場合における退職手当の基本額が第４条

第２項の規定の適用を受ける場合において、その者が同日に現に退職した理由と同一

の理由により退職したものとし、第４条並びに附則第５項及び前項の規定により計算

した退職手当の基本額が、第４条並びに附則第５項、前項及び次項の規定により計算

した退職手当の基本額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額を

もってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の基本額（その額に１円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

 ８ 当分の間、第４条第３項の規定の適用については、同項中「定年に達する日」とあ

るのは「６０歳に達する日」と、「退職の日において定められているその者に係る定年

から１５年」とあるのは「６０歳から１０年」とする。 

 ９ 前項の規定にかかわらず、退職の日において管理監督職（京都市職員の定年等に関

する条例第４条第１項ただし書に規定する管理監督職をいう。）を占める教職員のうち

別に定める者に対する第４条第３項の規定の適用については、当分の間、同項中「定

年に達する日から６月前まで」とあるのは「６０歳に達する日から６月前まで又は京

都市職員の定年等に関する条例（以下「定年条例」という。）第７条に規定する管理監

督職勤務上限年齢に達する日以後における最初の３月３１日（定年条例第９条各項の

規定により異動期間（同条第１項に規定する異動期間をいう。以下この項において同

じ。）（同条各項の規定により延長された異動期間を含む。）を延長した場合にあっては、

当該異動期間の末日の前日）」と、「退職の日において定められているその者に係る定

年から１５年」とあるのは「６０歳から１０年」とする。 

第２条 京都市教職員の退職手当に関する規則の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項第１号イ中「傷病」の右に「又は通勤（地方公務員災害補償法第２条第



２項及び第３項に規定する通勤をいう。）による傷病」を加え、同項第２号中「傷病によ

り退職した者」の右に「（前号イに掲げる者を除く。）」を加え、同条第４項を次のように

改める。 

４ 公務上の傷病又は公務上の死亡により退職した教職員(教職員条例第３８条に規定

する教職員を除く。)に対しては、その者に係る前項の規定の適用がないものとした場

合における第４条の規定により計算した退職手当の基本額と国家公務員退職手当法第

５条第１項第４号に掲げる者に係る同法第５条の３の規定の適用がないものとした場

合における同法第５条並びに同法附則第２１項及び第２３項の規定により計算した退

職手当の基本額との均衡を考慮して、別に定めるところにより加給するものとする。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第４条関係） 

勤続期間 甲 乙 丙 勤続期間 甲 乙 丙 

年       年       

１ ０．８３７ ０．８３７ ０．５０２２ ２１ ２６．２６０８７５ ２１．３４３５ ２１．３４３５ 

２ １．６７４ １．６７４ １．００４４ ２２ ２７．９３４８７５ ２３．０１７５ ２３．０１７５ 

３ ２．５１１ ２．５１１ １．５０６６ ２３ ２９．６０８８７５ ２４．６９１５ ２４．６９１５ 

４ ３．３４８ ３．３４８ ２．００８８ ２４ ３１．２８２８７５ ２６．３６５５ ２６．３６５５ 

５ ４．１８５ ４．１８５ ２．５１１ ２５ ３３．２７０７５ ２８．０３９５ ２８．０３９５ 

６ ５．０２２ ５．０２２ ３．０１３２ ２６ ３４．７７７３５ ２９．３７８７ ２９．３７８７ 

７ ５．８５９ ５．８５９ ３．５１５４ ２７ ３６．２８３９５ ３０．７１７９ ３０．７１７９ 

８ ６．６９６ ６．６９６ ４．０１７６ ２８ ３７．７９０５５ ３２．０５７１ ３２．０５７１ 

９ ７．５３３ ７．５３３ ４．５１９８ ２９ ３９．２９７１５ ３３．３９６３ ３３．３９６３ 

１０ ８．３７ ８．３７ ５．０２２ ３０ ４０．８０３７５ ３４．７３５５ ３４．７３５５ 

１１ １１．６１３３７５ ９．２９０７ ７．４３２５６ ３１ ４２．３１０３５ ３５．７３９９ ３５．７３９９ 

１２ １２．７６４２５ １０．２１１４ ８．１６９１２ ３２ ４３．８１６９５ ３６．７４４３ ３６．７４４３ 

１３ １３．９１５１２５ １１．１３２１ ８．９０５６８ ３３ ４５．３２３５５ ３７．７４８７ ３７．７４８７ 

１４ １５．０６６ １２．０５２８ ９．６４２２４ ３４ ４６．８３０１５ ３８．７５３１ ３８．７５３１ 

１５ １６．２１６８７５ １２．９７３５ １０．３７８８ ３５以上 ４７．７０９ 在職１年 在職１年 



１６ １７．８９０８７５ １４．３１２７ １２．８８１４３   を増すご

とに1.00 

44を加え

る。 

を増すご

とに1.00 

44を加え

る。 

１７ １９．５６４８７５ １５．６５１９ １４．０８６７１   

１８ ２１．２３８８７５ １６．９９１１ １５．２９１９９ 

１９ ２２．９１２８７５ １８．３３０３ １６．４９７２７ 

２０ ２４．５８６８７５ １９．６６９５ １９．６６９５     

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条並びに附則第３項及び

第５項の規定は、令和６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の京都市教職員の退職手当に関する規則（以下「令和５年

改正後の規則」という。）の規定は、同条の規定の施行の日以後の退職に係る退職手当

について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の京都市教職員の退職手当に関する規則（以下「令和６年

改正後の規則」という。）の規定は、同条の規定の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、

なお従前の例による。 

（暫定再任用職員に関する経過措置） 

４ 京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年１２

月２３日京都市条例第４２号。以下「一部改正条例」という。）附則第３項に規定する

暫定再任用教職員及び同条例附則第６項に規定する暫定再任用短時間勤務教職員は、同

項に規定する定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、令和５年改正後の規則第２条

の規定を適用する。 

（退職手当の基本額に関する経過措置） 

５ 令和６年改正後の規則第４条第１項第１号ア又はエに掲げる者に対する施行日から令

和７年３月３１日までの間における退職に係る令和６年改正後の規則別表第１の規定の 

             「        「    

 0.837  1.0465  

 1.674  2.0925  



 2.511  3.139  

 3.348  4.185  

 4.185  5.2315  

 5.022  6.2775  

 5.859  7.324  

 6.696  8.37  

 7.533  9.4165  

適用については、同表甲の欄中  
8.37 

 とあるのは  
10.4625 

 と、 
11.613375 12.775188 

 12.76425  14.040625  

 13.915125  15.307063  

 15.066  16.5725  

 16.216875  17.838938  

 17.890875  19.365938  

 19.564875  20.893938  

 21.238875  22.420938  

 22.912875  23.948938  

 24.586875  25.476438  

  」  」 

「        「                    

 26.260875  27.066438  

 27.934875  28.656938  

 29.608875  30.246938  

 31.282875  31.837438  

 33.27075  33.584875  

 34.77735  35.091175  

 36.28395 
 とあるのは  

36.597975 
 とする。 

37.79055 38.104275 



 39.29715  39.611075  

 40.80375  41.117875  

 42.31035  42.498675  

 43.81695  43.879975  

 45.32355  45.260775  

 46.83015  46.642075  

  」  」 

（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 


